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  （コード番号：8242 東証第 1 部） 

問い合わせ先  広報部長 髙橋 正明 
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株式会社株式会社株式会社株式会社髙島屋髙島屋髙島屋髙島屋ととととのののの業務提携業務提携業務提携業務提携強化強化強化強化及及及及びびびび資本提携合意資本提携合意資本提携合意資本提携合意にににに関関関関するするするするおおおお知知知知らせらせらせらせ    

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社髙島屋（以下、「髙島屋」）との業務提携強化及び資本提携合意に

ついて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1．本提携に至る経緯及び内容 

  当社及び髙島屋は、これまでの業務提携において、婦人服・紳士雑貨等での共同商品開発や、中元・歳暮ギフトに

おける商品の共通化・オペレーションの統一、両社共同での売場開発など各種取り組みを通じ、一定の成果を得てま

いりました。今後は、両社間の協力関係のさらなる発展と収益の増大を目指し、両社間での取り組みを一層強化してい

くとともに、業務提携の円滑な推進のために、現状相互に保有している株式のうち、双方の発行済株式総数の 5％相

当の普通株式保有を継続していくことに関して、両社で合意いたしました。 

 

※当社は本日現在、髙島屋の株式を 33,084 千株保有しておりますが、5,000 千株（髙島屋発行済株式総数の 1.41％）は、髙島屋

が自己株式として取得し、また、10,310 千株（同 2.90％）は当社から譲渡を予定しておりますが、相手先、手法については未定です。 

また、髙島屋は本日現在、当社の株式を 10,337 千株保有しておりますが、1,478 千株（当社発行済株式総数の 1.18％）の株式は、

当社が自己株式として取得し、2,600 千株（同 2.08％）は髙島屋から第三者への譲渡を予定しております。 

なお、当社の自己株式の取得に関しましては、本日公表の「自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けに関

するお知らせ」をご覧ください。 

 

２．株式会社髙島屋の概要 

（1） 商 号 株式会社髙島屋 

（2） 本 店 所 在 地 大阪市中央区難波５丁目１番５号 

（3） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 木本 茂 

（4） 事 業 内 容 百貨店業 

（5） 資 本 金 56,025 百万円（2014 年 2 月期） 

（6） 設 立 年 月 日 1919（大正８）年 8 月 20 日 

（7） 発 行 済 株 式 総 数 355,518,963 株（2014 年 11 月 30 日現在） 

（8） 純 資 産 364,912 百万円（2014 年 2 月期） 

（9） 総 資 産 902,139 百万円（2014 年 2 月期） 

（10） 大株主及び 所有割合 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 （9.80％） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） （9.35％） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） （6.72％） 

日本生命保険相互会社 （3.47％） 

髙島屋共栄会 （2.02％） 

（2014 年 8 月 31 日現在） 
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３．業務提携及び資本提携合意書締結の日程 

  2015 年 3 月 23 日 取締役会決議（両社） 

  2015 年 3 月 23 日 業務提携及び資本提携合意書の締結 

 

４．今後の見通し 

当社は、本件の資本提携合意に基づいて、当社が保有している株式会社髙島屋の普通株式 33,084 千株（簿価合

計 23,574 百万円）のうちの 15,310 千株（簿価合計 10,909 百万円）については、株式会社髙島屋が実施を予定してい

る自己株式取得に応じるものを含み、2015 年 4 月以降、同 8 月までを目処に順次売却していくことを予定しておりま

す。当社は、株式会社髙島屋の株式を売却することで、2016 年 3 月期において、一定の投資有価証券売却益を計上

することを見込んでおりますが、現時点では売却額および売却益の水準については確定しておりません。今後、詳細

が明らかになった場合には、適宜開示いたします。 

以 上 

 


